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調整結果報告第21号 

 

   公共的団体等の取扱いについて 

 

 公共的団体等の取扱いについて、別紙のとおり調整したので報告する。 

 

提案 
第４回  平成16年４月23日

第13回  平成16年11月29日
決定 

第５回  平成16年５月21日

第13回  平成16年11月29日

 

 公共的団体等については、新町の速やかな一体性を確立するため、それぞれの

実情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。 

１ ２町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努

める。 

２ 統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて調整に努める。 

３ 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。 

 

 

 

 



（別紙） 

協 議 項 目 17 公共的団体等の取扱い 

決定されている

調 整 方 針

 公共的団体等については、新町の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について

調整に努めるものとする。 

１ ２町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。 

２ 統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて調整に努める。 

３ 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。 

No 幕別町 忠類村 調 整 結 果 

１ 【名称】 

幕別町自衛隊協力会 

【概要】 

新入隊員激励会の開催及び各種自衛隊行

事への参加、協力 

事務局―町総務課 

【名称】 

忠類村自衛隊協力会 

【概要】 

新入隊員激励会の開催及び各種自衛隊行

事への参加、協力 

事務局―村総務課 

【名称】 

幕別町自衛隊協力会 

 忠類自衛隊協力会 

【内容】 

 当面の間現行のとおりとし、新町において統

合に向けて調整に努める。 

 

２ 幕別町納税貯蓄組合連合会 

※平成16年度解散 

忠類村納税貯蓄組合連合会 

※平成16年度解散 

調整なし 

３ 【名称】 

幕別町土地開発公社 

【概要】 

公共用地・公用地等の取得管理、処分等を

行う。 

事務局―町職員が兼務 

【名称】 

忠類村土地開発公社 

※平成16年度解散 

【名称】 

幕別町土地開発公社 

【内容】 

現行のとおりとする。 

４ 【名称】 

㈱幕別町地域振興公社 

【概要】 

ゴルフ場及びゴルフ練習場の管理運営等 

【名称】 

㈱忠類振興公社 

【概要】 

ナウマン温泉アルコ236の管理運営 

物産センターの管理運営 

 

 

【名称】 

㈱幕別町地域振興公社 

㈱忠類振興公社 

【内容】 

現行のとおりとする。 
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No 幕別町 忠類村 調 整 結 果 

５ 【名称】 
幕別町国際交流協会 
【概要】 
留学生を迎えての国際交流事業をはじめ、
諸外国との交流を通じ、町の文化・教育・経
済の発展に貢献している。 
事務局―自主運営 
 

 
 

【名称】 
幕別町国際交流協会 
【内容】 
現行のとおりとする。 
 

６ 【名称】 
幕別町民生委員児童委員協議会 
【概要】 
援助を必要とする者に対し、自立した日常
生活を営むことができるように相談に応じ、
助言その他の援助を行うなど、住民の福祉の
増進に努める。 
事務局―保健福祉センター 

【名称】 
忠類村民生児童委員協議会 

【概要】 
援助を必要とする者に対し、自立した日常
生活を営むことができるように相談に応じ、
助言その他の援助を行うなど、住民の福祉の
増進に努める。 
事務局―村保健福祉課 

【名称】 
 幕別町民生委員児童委員協議会 
 幕別町忠類民生委員児童委員協議会 
【内容】 
現行のとおりとし、次期改選時（平成19年12
月１日）に調整に努める。 

７ 【名称】 
池田地区保護司会幕別町分区 
【概要】 
犯罪をしたものに対する改善・更生及び犯
罪の予防のための啓発に努める。地区保護司
会定例研修会の参加、保護活動などの実施 
事務局―自主運営 
 

【名称】 
広尾地区保護司会忠類村分区 

【概要】 
犯罪をしたものに対する改善・更生及び犯
罪の予防のための啓発に努める。地区保護司
会定例研修会の参加、保護活動などの実施 
事務局―村保健福祉課 

【名称】 
池田地区保護司会幕別町分区 
広尾地区保護司会忠類村分区 
【内容】 
忠類村分区の地区の変更及び分区のあり方に
ついては、北海道地方更生保護委員会の決定に
よるものとする。 
事務局―自主運営 

８ 【名称】 
幕別町遺族会 
【概要】 
戦没者遺族相互の連絡を密にし、親睦を図
ることを目的とする。戦没者慰霊祭の実施、
護国神社例大祭参拝など 
事務局―社会福祉協議会 

【名称】 
忠類村殉公遺族会 

【概要】 
遺族相互の親睦を図り、尊い一命を捧げた
戦没者及び遺族の名誉を保持し、遺族福祉の
向上を図る。護国神社例大祭参拝、村戦没者
追悼式への参加など 
事務局―村保健福祉課 

【名称】 
幕別町遺族会 
【内容】  
合併時に統合し、忠類地域に支部を置く。 
事務局―自主運営 
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No  幕別町 忠類村 調 整 結 果 

９ 【名称】 
北海道ウタリ協会幕別支部 
【概要】 
アイヌ民族の尊厳を確立し、社会的地位の

向上と文化の保存・伝承及び発展を図る。 
会員数―12世帯 
事務局―自主運営 

 【名称】 
 北海道ウタリ協会幕別支部 
【内容】 
 現行のとおりとする。 
 

10 【名称】 
身体障害者福祉協会幕別町分会 
【概要】 
身体障害者の自立と社会参加の促進に寄

与し、会員相互の親睦を図る。十勝地区身障
者スポーツ大会への参加など 
事務局―社会福祉協議会 
 

【名称】 
身体障害者福祉協会忠類村分会 

【概要】 
身体障害者の自立と社会参加の促進に寄
与し、会員相互の親睦を図る。十勝地区身障
者スポーツ大会への参加など 
事務局―村保健福祉課 

【名称】 
 身体障害者福祉協会幕別町分会 
【内容】 
合併時に統合し、忠類地域に支部を置く。 
事務局―自主運営 

11 【名称】 
幕別町手をつなぐ親の会 
【概要】 
親睦会、研修会など会員相互の協力親睦等
を通じて、当該児者の療育技術の向上と福祉
の増進を図る。 
会員数―47人 
事務局―自主運営 

【名称】 
忠類村手をつなぐ親の会 

【概要】 
親睦会、研修会など会員相互の協力親睦等
を通じて、当該児者の療育技術の向上と福祉
の増進を図る。 
会員数―６人 
事務局―村保健福祉課 

【名称】 
 幕別町手をつなぐ親の会 
【内容】 
合併時に統合する。 
事務局―自主運営 

12 【名称】 
幕別町社会福祉協議会 
【概要】 
社会福祉を目的とする事業の企画及び実

施を通じ、地域福祉の推進を図る。 
事務所―保健福祉センター内 

  

【名称】 
忠類村社会福祉協議会 

【概要】 
地域福祉の増進を図り、在宅福祉及び高齢
者福祉の増進を図る。 
事務所―ふれあいセンター福寿内 

【名称】 
 幕別町社会福祉協議会 
【内容】 
忠類村社会福祉協議会を幕別町社会福祉協議
会に編入する編入合併とし、合併の目標期日は、
平成18年４月１日とする。 
事務所の位置は、現幕別町社会福祉協議会の
位置とし、忠類村社会福祉協議会の現事務所を
支所とする。 
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No  幕別町 忠類村 調 整 結 果 

13 【名称】 

日本赤十字社幕別町分区 

【概要】 

 災害救護活動、緊急医療活動、奉仕活動、

血液事業等を行っている。 

 事務局―保健福祉センター 

【名称】 

日本赤十字社忠類村分区 

【概要】 

 災害救護活動、緊急医療活動、奉仕活動、

血液事業等を行っている。 

 事務局―村保健福祉課 

【名称】 

 日本赤十字社幕別町分区 

【内容】 

合併時に統合する。 

事務局―町 

14 【名称】 

幕別町赤十字奉仕団 

【概要】 

 各種行事等の参加、協力、ボランティア活

動を行っている。 

 事務局－自主運営 

【名称】 

忠類村赤十字奉仕団 

【概要】 

 各種行事への参加、募金活動、災害時の救

護活動を行っている。 

 事務局－村保健福祉課 

 

【名称】 

 幕別町赤十字奉仕団 

 忠類赤十字奉仕団 

【内容】 

 当面の間現行のとおりとする。 

15 【名称】 

幕別町献血推進協議会 

【概要】 

 血液製剤の安定供給と国内需給の確立を

目的とし、釧路赤十字血液センターと連携の

上、移動採血車の受け入れを行う。 

 事務局－保健福祉センター 

【名称】 

忠類村献血推進協議会 

【概要】 

 血液製剤の安定供給と国内需給の確立を

目的とし、釧路赤十字血液センターと連携の

上、移動採血車の受け入れを行う。 

 事務局－村保健福祉課 

 

【名称】 

 幕別町献血推進協議会 

【内容】 

合併時に統合する。 

事務局―町 

16 【名称】 

幕別町母子若葉会 

【概要】 

 母子、寡婦家庭の福祉向上と会員相互の親

睦を図ることを目的に設置され、研修会、し

め縄販売などを行っている。 

 事務局－自主運営 

【名称】 

忠類村母子会 

【概要】 

 母子、寡婦家庭の福祉向上と会員相互の親

睦を図ることを目的に設置され、研修会等を

開催している。（現在、会員１人のため活動

休止中） 

 事務局－村保健福祉課 

 

【名称】 

 幕別町母子若葉会 

【内容】 

合併時に統合し、忠類地域に支部を置く。 

事務局―自主運営 
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No  幕別町 忠類村 調 整 結 果 

17 【名称】 

幕別町老人クラブ連合会 

【概要】 

 単位老人クラブの育成並びに連絡調整と

高齢者福祉の増進を図ることを目的に、指導

者の育成、研修や老人クラブの調査研究を行

っている。 

 事務局－自主運営 

【名称】 

忠類村老人クラブ連合会 

【概要】 

 高齢者の福祉の増進と会員相互の親睦を

図るとともに社会に積極的に参加し協力す

ることを目的とする。 

 事務局－村保健福祉課 

【名称】 

 幕別町老人クラブ連合会 

【内容】 

合併時に統合する。忠類地域の単位クラブは、

現行の２クラブから１クラブに統合する。 

事務局―自主運営 

18  【名称】 

忠類村衛生協力会連合会 

【概要】 

 快適な生活環境の確保と清潔で美しい地

域づくりを進めるため、空き缶・ごみ拾い、

コンポスター購入助成等を行っている。 

合併時に廃止する。 

19 【名称】 

幕別町生活安全推進協議会 

※幕別町交通安全協会、幕別町防犯協会及び幕

別町交通安全推進委員会が平成16年度統合 

【概要】 

 町民の利益と危険防止及びその安全を確

保するため、交通安全・広報啓発活動を行っ

ている。 

 事務局―町町民課 

【名称】 

忠類村交通安全協会 

忠類村交通・防犯推進委員会 

【概要】 

 交通安全・広報啓発活動を行っている。 

 事務局―南十勝消防事務組合忠類支署 

【名称】 

幕別町生活安全推進協議会 

【内容】 

 合併時に統合する。 

 事務局―町 

20  【名称】 

忠類村担い手センター 

【概要】 

 農業後継者の配偶者対策事業や、農業実

習、体験研修などの事業を行っている。 

 事務局―村農業委員会 

【名称】 

忠類担い手センター 

【内容】 

現行のとおりとし、(財)幕別町農業振興公社

が新町全域の組織になった時点で統合する。 

事務局―町忠類農業委員会 
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No  幕別町 忠類村 調 整 結 果 

21 【名称】 
幕別町地域担い手育成センター 
【概要】 
道農業担い手育成センターが行う就農促
進事業を実施する。町、農業委員会、普及セ
ンター、農協、農業振興公社で組織。 
事務局―農業振興公社 

【名称】 
忠類村地域担い手育成センター 

【概要】 
道農業担い手育成センターが行う就農促

進事業を実施する。村、農業委員会、普及セ
ンター、農協で組織。 
事務局―村産業課 

【名称】 
 幕別町地域担い手育成センター 
【内容】 
合併時に統合する。 
事務局―町 

22 【名称】 
ゆとりみらい21推進協議会 

【概要】 
 農業生産対策、経営対策、後継者対策等を
総合的かつ計画的に推進するために設置。構
成は、町、農業委員会、農業振興公社、農協、
普及センター、共済、日甜。 
 事務局―町農林課 

【名称】 
忠類村農業推進協議会 

【概要】 
 農業生産対策、経営対策、後継者対策等を
総合的かつ計画的に推進するために設置。構
成は、村、農業委員会、農協、普及センター、
共済、日甜。 
 事務局―村産業課 

【名称】 
ゆとりみらい21推進協議会 
【内容】 
平成18年度当初に統合する。 
事務局―町 

23 【名称】 
(財)幕別町農業振興公社 
【概要】 
 担い手及び新規就農者育成事業や、農地保
有合理化事業、その他地域農業の振興に寄与
する事業を行っている。 
 寄附構成団体―町、JA幕別、JA札内、JA帯

広大正 

 【名称】 
(財)幕別町農業振興公社 
【内容】 
現行のとおりとし、新町において新町全域の
組織となるよう調整に努める。 

24 【名称】 
幕別町援農協力会 
【概要】 
 作業別協定賃金の設定、労災雇用保険の加
入促進、農作業事故防止啓蒙活動などを実
施。 
 事務局―幕別町農民同盟 

【名称】 
忠類村農業労働力調整協議会 

【概要】 
 農作業臨時雇の協定賃金の設定 
 事務局―村農業委員会 

【名称】 
 幕別町援農協力会 
【内容】 
 忠類村農業労働力調整協議会は合併の日の前
の日をもって自主解散し、解散後は、幕別町援
農協力会の対象区域が新町全域となるよう拡大
に努める。 
事務局―幕別町農民同盟 
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No  幕別町 忠類村 調 整 結 果 

25 【名称】 

幕別町水田農業推進協議会 

【概要】 

 水田農業構造改革交付金等の活用を通じ、

水田を活用した作物づくりの推進、米の生産

調整の推進等を行う。 

 事務局―町農林課 

 

【名称】 

 幕別町水田農業推進協議会 

【内容】 

現行のとおりとし、新町において新町全域の

組織となるよう調整に努める。 

 

26 【名称】 

幕別町家畜伝染病自衛防疫組合 

【概要】 

 家畜伝染病の発生を未然に防止するため、

家畜飼養者及び関係機関の組織的な指導体

制を確立する。家畜伝染病発生時に、発生農

家の清浄化を行う。 

 事務局―町農林課 

【名称】 

忠類村家畜自衛防疫組合 

【概要】 

 家畜伝染病の発生を未然に防止するため、

家畜飼養者及び関係機関の組織的な指導体

制を確立する。家畜伝染病発生時に、発生農

家の清浄化を行う。 

 事務局―村産業課 

【名称】 

 幕別町家畜伝染病自衛防疫組合 

【内容】 

平成18年度当初に統合する。 

事務局―町 

27 【名称】 

幕別池田酪農ヘルパー利用組合 

【概要】 

 畜産農家の農休日を確保するため、酪農ヘ

ルパーの派遣事業を行う。 

 事務局―JA幕別、JA札内、JA池田、JA高島

     総括―幕別町（専門事務職員） 

 

【名称】 

南十勝酪農ヘルパー組合 

【概要】 

 畜産農家の農休日を確保するため、酪農ヘ

ルパーの派遣事業を行う。 

 事務局―JA大樹、JA広尾、JA忠類 

     総括―JA大樹（専門事務職員） 

【名称】 

 幕別池田酪農ヘルパー利用組合 

南十勝酪農ヘルパー組合 

【内容】 

現行のとおりとする。 

28 【名称】 

幕別町森林組合 

【概要】 

 林業に関する指導助言や、木材等の販売な

どを行う。 

 

【名称】 

忠類村森林組合 

【概要】 

 林業に関する指導助言や、木材等の販売な

どを行う。 

【名称】 

 幕別町森林組合 

【内容】 

平成18年６月統合予定。忠類地域に支部を置

く。 
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29 【名称】 

幕別町農業協同組合 

札内農業協同組合 

【概要】 

 農業生産力の増進及び農業者の経済的社

会的地位向上のため、農業経営及び技術向上

に関する指導や、必要な資金の貸付け、物資

の供給などを行う。 

【名称】 

忠類村農業協同組合 

【概要】 

 農業生産力の増進及び農業者の経済的社

会的地位向上のため、農業経営及び技術向上

に関する指導や、必要な資金の貸付け、物資

の供給などを行う。 

【名称】 

 幕別町農業協同組合 

札内農業協同組合 

忠類農業協同組合 

【内容】 

現行のとおりとする。 

30 【名称】 

幕別町商工会 

【概要】 

 商工業の総合的な改善発達を図るため、経

営改善普及事業をはじめ、育成指導事業、パ

ークプラザの管理事業などを行う。 

 

【名称】 

忠類村商工会 

【概要】 

 商工業の総合的な改善発達を図るため、経

営改善普及事業をはじめ、育成指導事業など

を行う。 

【名称】 

 幕別町商工会 

 忠類村商工会 

【内容】 

 平成19年４月１日を目途に合併協議中。合併

までは現行のとおりとする。 

31 【名称】 

幕別町観光物産協会 

【概要】 

 観光資源の調査研究や観光地の紹介と宣

伝に努めるとともに地場物産の開発、調査研

究を促進し、産業の育成を図る。 

 事務局―町商工観光課 

【名称】 

忠類村観光協会 

【概要】 

 観光資源に関する調査研究を行い、観光並

びに産業の振興を図る。 

 事務局―村産業課 

【名称】 

 幕別町観光物産協会 

【内容】 

平成18年度当初に統合する。 

事務局―町 

32 【名称】 

幕別町学校教育振興会 

【概要】 

 学校教職員、教育委員会職員の研修や、児

童生徒の文化・体育振興に関する事業を行

う。 

 町内小中学校教職員と教育委員会職員で

構成。 

【名称】 

忠類村学校教育振興会 

【概要】 

 学校教職員、教育委員会職員の研修や、児

童生徒の文化・体育振興に関する事業を行

う。 

 村内小中学校教職員と教育委員会職員で

構成。 

【名称】 

幕別町学校教育振興会 

【内容】 

平成18年度当初に統合する。 

事務局―自主運営 
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33 【名称】 

幕別町児童生徒健全育成推進委員会 

【概要】 

 青少年育成に必要な環境や条件の整備に

ついて関係機関等に提言するとともに、児童

生徒健全育成研修会をPTA連合会とともに開

催する。 

 事務局―町教育委員会 

 【名称】 

幕別町児童生徒健全育成推進委員会 

【内容】 

現行のとおりとし、新町において新町全域の

組織となるよう調整に努める。 

 

34 幕別町青年団体連絡協議会 

※平成16年度をもって解散 

 

忠類村青年会 

※平成17年度から休会 

調整なし 

35 【名称】 

幕別町子ども会育成連絡協議会 

【概要】 

 幕別支部、札内支部の子ども会組織の連絡

調整を図り、青少年の健全育成を図る。 

 単位子ども会―53団体 

 事務局―自主運営 

 

 

【名称】 

忠類村地域子ども会育成連絡協議会 

【概要】 

 地域子ども会の育成組織の連絡調整を図

り、青少年の健全育成を図る。 

 単位子ども会―６団体 

 事務局―村教育委員会 

【名称】 

幕別町子ども会育成連絡協議会 

【内容】 

平成18年度当初に統合し、忠類地域に支部を

置き幕別町の現行の幕別支部、札内支部と併せ

３支部体制とする。 

事務局―自主運営 

36 【名称】 

手づくりのまち推進委員会 

【概要】 

 住民自らが「明るく、豊かな、住みよい」

地域を築く住民活動を推進している。 

 地域づくり住民運動の啓蒙をはじめ地域

づくり住民大会の開催、供花紙の販売など 

 事務局―町企画室 

【名称】 

忠類村コミュニティ運動推進協議会 

【概要】 

 物心両面から豊かな生活と住みよい地域

を築く住民運動を推進している。 

 あいさつ運動の推進、花いっぱい運動の推

進、供花紙の販売など 

 事務局―村教育委員会 

 

【名称】 

 手づくりのまち推進委員会 

 忠類コミュニティ運動推進協議会 

【内容】 

統合に向け協議中であり、統合までは現行の

とおりとする。 
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37 【名称】 

幕別町文化協会 

【概要】 

 地域の芸術、文化の向上を図るため、各種

展覧会、発表会への参加出展をはじめ、町民

芸術祭を開催している。 

 加盟団体―112団体 

【名称】 

忠類村文化協会 

【概要】 

 地域の芸術、文化の向上を図るため、各種

展覧会、発表会への参加出展をはじめ、芸術

チャリティーショーを開催している。 

 加盟団体―20団体 

【名称】 

 幕別町文化協会 

 忠類文化協会 

【内容】 

 統合に向けて協議中であり、統合までは現行

のとおりとする。 

38 【名称】 

幕別小中高ＰＴＡ連絡協議会 

札内地区生活指導連絡協議会 

南幕別地域生活指導連絡協議会 

【概要】 

地域のおける児童生徒の健全育成と生徒

指導の充実に努めている。 

 事務局―自主運営 

 【名称】 

幕別小中高ＰＴＡ連絡協議会 

札内地区生活指導連絡協議会 

南幕別地域生活指導連絡協議会 

【内容】 

現行のとおりとし、新町において忠類地域内

での組織化を検討する。 

 事務局―自主運営 

39 【名称】 

まくべつ町民芸術劇場 

【概要】 

 優れた芸術文化事業の選定と運営を行い、

芸術機会の充実に努めている。 

 事務局―自主運営 

【名称】 

忠類村芸術鑑賞協会 

【概要】 

 村内での公演の実施やチケット購入に係

る一部助成を行い、村民に優れた芸術文化に

触れる機会の充実に努めている。 

 事務局―自主運営 

【名称】 

 まくべつ町民芸術劇場 

 忠類芸術鑑賞協会 

【内容】 

 統合に向けて協議中であり、統合までは現行

のとおりとする。 

40 【名称】 

幕別町体育連盟 

【概要】 

 各種体育行事の企画、開催をはじめ指導者

の養成や体育団体の育成強化を図っている。

 事務局―自主運営 

【名称】 

忠類村体育連盟 

【概要】 

 村民に体育スポーツを奨励し、その普及を

促進している。開村記念村民大運動会の開催

協力や白銀台フェスティバル（冬季運動会）

の開催など 

 事務局―自主運営 

【名称】 

幕別町体育連盟 

忠類体育連盟 

【内容】 

 統合に向けて協議中であり、統合までは現行

のとおりとする。 
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41 【名称】 

幕別町スポーツ少年団本部 

【概要】 

 スポーツ少年団の登録、指導者研修・養成、

町内外大会の体系の派遣などを実施 

 加盟団体―33団体 

 事務局―町教育委員会 

【名称】 

忠類村スポーツ少年団本部 

【概要】 

スポーツ少年団の登録、育成指導、指導

者・リーダーの養成事業などを実施 

加盟団体―４団体 

事務局―村教育委員会 

【名称】 

 幕別町スポーツ少年団本部 

【内容】 

 平成18年度当初に統合する。 

 事務局―町教育委員会 

42  忠類村生涯スポーツ指導者等育成協議会 合併時に廃止する。 

 

43 【名称】 

幕別町ＰＴＡ連合会 

【概要】 

 ＰＴＡ研究大会の企画運営や各種研究会、

研修会への参加などＰＴＡ活動の充実を図

る。 

 単位ＰＴＡ―小学校９、中学校４ 

【名称】 

忠類村ＰＴＡ連合会 

【概要】 

 ＰＴＡ連合会研究大会の企画運営や各種

研究会、研修会への参加などＰＴＡ活動の充

実を図る。 

 単位ＰＴＡ―小学校１、中学校１ 

【名称】 

 幕別町ＰＴＡ連合会 

【内容】 

平成18年度当初に統合し、現行の連合会を単

位として支部を置く。 

事務局―自主運営 

44 【名称】 

幕別町ふるさと館事業委員会 

【概要】 

 ふるさと館が収集し、保管し、又は展示す

る資料に関する調査研究や、常設展及び特別

展示、講演会・講座などの企画運営を行う。

 事務局―町教育委員会 

 【名称】 

幕別町ふるさと館事業委員会 

【内容】 

現行のとおりとする。 

 

45 【名称】 

幕別町農業者年金協議会 

【概要】 

 農業者年金事業の諸届の点検、確認や年金

未加入者に対し加入勧誘を行う。 

 被保険者数―324人 

 事務局―町農業委員会 

【名称】 

忠類村農業者年金協議会 

【概要】 

 農業者年金事業の諸届の点検、確認や年金

未加入者に対し加入勧誘を行う。 

 被保険者数―112人 

 事務局―村農業委員会 

【名称】 

幕別町幕別農業者年金協議会 

幕別町忠類農業者年金協議会 

【内容】 

現行のとおりとする。 

事務局―町幕別農業委員会 

    町忠類農業委員会 
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